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屋外広告物等の手引き

～金沢市屋外広告物条例の改正と新基準の概要編～

金沢市都市整備局

景観政策課
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□ はじめに

金沢らしい広告景観の形成は、本市の風格と魅力を高めるとともに、豊かな

生活環境の創造にとって不可欠のものです。

本市では、平成26年度の北陸新幹線開業を控え、古いものと新しいものが

調和する美しい景観形成を推進し、国の内外から訪れる観光客を迎える方針

を定めています。具体的には、歴史まちづくり法に基づく認定や世界遺産登

録暫定リスト登載への挑戦など、世界都市金沢の実現に向けて、これまで市

民が大切に培ってきた本市固有の歴史・伝統・文化及びこれらと一体となっ

た景観を更に磨き、高めていくことが求められています。

このため、本市では、「風格と魅力を兼ね備えた美しい世界都市金沢」を目

標像に掲げるとともに、

Ⅰ．景観や環境に配慮する基準（規制）への見直し

Ⅱ．優良なデザイン（文化的付加価値）の推奨と蓄積

Ⅲ．違反広告物に対する指導の強化

の３つの基本方針に沿って、平成21年3月に金沢市屋外広告物条例（以下「条

例」といいます。）を改正しました。なお、10月1日以降は「金沢市屋外広

告物等に関する条例」に名称が変更となります）。

今後は、これまで以上に市民や事業者の方のご理解を得ながら、より一層金

沢らしい広告景観の形成に推進してまいります。

平成21年7月31日

事業者説明会 配布資料
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□ １．屋外広告物とは

（１）屋外広告物とは、

①常時または一定の期間継続して表示されるもので、

②屋外で表示されるもの

かつ

③公衆に向かって表示されるもので

④広告塔、広告板、看板、広告幕、広告旗、アドバルーン、はり紙、

はり札、立看板などで、建物物等に定着して表示されるもの

をいいます。
また、この4つの要件をすべて満たしているものであれば、商業広告だけ

でなく営利を目的としないもの、商標や駐車場のPマークといったシンボル

マークなど、イメージを与えるもの全てが含まれる幅広い概念です。

建物や工作物にとりつけられた場合は、設置箇所によって、屋上広告物、

壁面広告物、突出広告物などに分類され、独立した形態のものは自家用で

あれば独立自家広告物、第三者のものであれば野立広告物（野立てのもの）

と分類します。

（２）屋外広告物の特殊性

屋外広告物の特徴としては、同じ場所に一定期間設置されるという利点

があり、毎日目にすることも多く反復訴求が可能となり販売促進に効果があ

ります。目的に応じて、企業広告のように多くのターゲットにアピールする

ため表現に特徴を持たせた掲示方法と、掲示場所に合わせ商品やブランディ

ング1に主眼をおいた表現を行う訴求型に分類できます。

しかし街を歩いていると自然に目に入ってくるのも特徴であり、目的だけ

にとらわれず広告景観が公共の財産であることを自覚して、デザインを心

がける必要があります。

1 企業や商品、サービスなどについて、他との差別化や価値を向上させる仕組み
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□ ２．条例改正の概要

本市では、平成20年度に金沢市屋外広告物条例改正検討委員会を設置し、

具体的な条例改正の内容を検討してきました。その後、金沢市屋外広告物審

議会での審議を経て、平成21年3月に条例改正を行いました。

今回の条例改正にあたり、以下の３つの基本方針を定めました（再掲）。

Ⅰ．景観や環境に配慮する基準（規制）への見直し

※過剰な照明や高さ、大きさの屋外広告物への対応

地球環境に配慮した新基準の策定

Ⅱ．優良なデザイン（文化的付加価値）の推奨と蓄積

※金沢らしい屋外広告物を蓄積する

優良な屋外広告物の奨励施策を設ける

デザイン審査の充実

Ⅲ．違反広告物に対する指導の強化

※悪質な違反者への対応

この３つの基本方針を相互に作用させることで、金沢らしい広告景観づくり

を推進してまいります。

※ 平成21年10月1日以降に設置する屋外広告物には、条例改正後の

新基準が適用されます。

■ ２－１ 景観や環境に配慮する基準（規制）への見直し

① 屋上広告物 → 全市域で自家広告物以外は設置禁止となります。但

し、活用地区では屋外広告物審査会で了承されたも

のは第三者広告であっても設置が可能です

※ 併せて、屋上広告物の定義を変更しました。
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旧の定義 新しい定義

建築物の屋上に

設置するもの

建築物の屋上部分となる階段室、昇降機塔、物

見塔その他これらに類するもの（以下「塔屋等」

という。）の壁面、建築物の屋上、建築物の最

上階のひさしの上又は建築物の屋上の工作物に

表示し、又は設置する屋外広告物等

② 野立広告物 → 以下の内容で基準を見直しました。

旧の基準 新しい基準

高さ 10ｍ 4ｍ ※注1

1枚あたり面積 なし 5㎡ ※注1

1敷地内の総量 30㎡ 15㎡ ※注1

1広告主あたり件数 なし 4件以内

誘導距離 なし 3km以内

管理者名 なし 管理者名を明記すること

※ 注1：国道8号線沿道、環状道路沿道、指定された工業団地内及び郊外部

の主要幹線道路沿いには、緩和規定（高さ6ｍ，1枚あたり面積10

㎡、1敷地内の総量20㎡）を設けます。

③ 独立自家広告物 → 高さについて基準を見直しました。

旧の基準 新しい基準

高さ 10ｍ 6m ※注1，注2

※ 注1：国道8号線沿道、環状道路沿道及び指定された工業団地内等には、

緩和規定（高さ10ｍ）を設けます。

注2：指定された郊外部の主要幹線道路沿いには緩和規定（高さ8ｍ）を

設けます。


